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消
防
団
員
数（
人
）

（年）

235

230
230

220 221

217
219

209 209 208
207

210

225

220

215

210

205

200
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

昭和
40
年

昭和
50
年

昭和
60
年

平成
7年

平成
12
年

平成
17
年

平成
22
年

平成
26
年

平成
27
年

被
雇
用
者
団
員
比
率

消
防
団
員
数

1,400,000

1,300,000

1,200,000

1,100,000

1,000,000

900,000

800,000

80

60

40

20

72.472.2
70.569.8

68.2

64.4

54.5

42.8

26.5

1,330,995

1,118,036

1,033,376

975,512
951,069

908,043
883,698

864,347 859,995
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（年）

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

火
災
発
生
件
数（
件
）

7
6
5
4
3
2
1
0

4 4 4

1

6 6 6
5 5 5
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